
前回修正（令和５年２月）以降の国の防災基本計画及び原子力災害対策指針の改正等を踏まえた修正を行うもの。

修正の概要

修正の主なもの

１ 防災基本計画の修正及び原子力災害対策指針の改正を踏まえた修正

○ 甲状腺被ばく線量モニタリングの実施

・緊急時に甲状腺被ばく線量モニタリング等を行うための資機材の確保・整備、避難収容等の

防護活動に、甲状腺被ばく線量モニタリングの実施について追記する等の修正を実施。

（新旧対照表P12、P13、P19、P30、P43、P60及びP69関係）

２ その他の修正

表記の修正及び条項ずれ等に伴う所要の修正を実施。

（新旧対照表P4、P7、P8、P15、P18、P28、P29、P35、P45、P55、P57、P58、P64、P68、P70、P71、P76、P79及びP80関係）
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